
Ⅰ　県立病院機構の現金収支の現状について

1 例月収入・支払の状況

収入は、おもに、毎月２０日前後の診療報酬など現金収入が１５～１６億

支出は、おもに、毎月１０日の非常勤職員給与支払い、

　        　　　毎月２１日の常勤職員給与支払い、

　　　　　　　　毎月末の経費ほか一般支払いなど現金支出が１５～１６億

であり、定例の収支は概ね均衡している。

2 平成２７年度のその他の収入・支出の状況

定例の収支以外のものとして、下表のような特例要因がある。

収入 支出 理由

  ４月 １７億 運営費交付金の収入

３億 退職金支払

７億 大型備品の支払

  ６月 １０億 賞与支払

  ９月 ６億 企業債の償還

１２月 １２億 賞与支払

  ３月 ６億 企業債の償還

 合 計 １７億 ４４億 ＝▲２７億円の不足

3 平成２６年度からの短期借入金の借換額　　　　　１１億円

4 年度をまたがる一時借入金の必要額について

Ⅱ　県立病院機構の現金収支の見通しについて

収入 支出 理由 不足額

  ４月 １７億 運営費交付金の収入 ２１億

３億 退職金支払 ２４億

  ６月 １１億 賞与支払 ３５億

  ９月 ６億 企業債の償還 ４１億

１２月 １３億 賞与支払 ５４億

  ３月 ７億 企業債の償還 ６１億

 合 計 １７億 ４０億

上記１、２、３による年度末における資金の不足額は３８億円であるが、平成２８

年４月８日には非常勤職員の給与支払い約１億数千万円が必要で、かつ年度末～翌年

度４月８日までには特段の収入がないため、手元資金を含め、計４０億円について、

一時借入金の承認をお願いしたい。

　上記の年度末の資金不足額３８億円より、定例の収支は引き続き概ね均衡するとし、他の

特例要因の平成２８年度見込みを考慮した推移は下表のとおり。

本表のとおり９月度には中期計画に定める短期借入金限度額４０億円の超過が見込まれ

る。

よって、法人運営に係る事業資金の確保のため、短期借入金の限度額引上（４０億円→８

０億円）の承認をお願いしたい。
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